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○溝口内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当） それでは、定刻より

若干前ではございますが、皆様おそろいでございますので、ただいまより第10回原子力防

災会議幹事会を始めさせていただきたいと思います。 

 私、内閣府原子力防災の総括担当参事官の溝口でございます。本日はお忙しい中、お集

まりいただきまして、ありがとうございます。 

 最初に、お手元の資料をご確認いただけたらと存じます。１枚目が本日の議事次第にな

ってございまして、２枚目から本日の出席者一覧でございます。それから、ダブルクリッ

プの資料が二つございまして、これらが明後日予定の原子力防災会議の資料一式でござい

ます。お手元に不足等がございましたら、おっしゃっていただければと思います。 

 それでは、本日の議題は、第8回原子力防災会議についてでございます。日時は12月9日

の金曜日の閣議の前、または後ということで、現在、官邸と調整しているところでござい

ます。 

 

（議題） 

 

○溝口内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当） それでは、私ども内

閣府の政策統括官、平井からご説明させていただきます。 

○平井内閣府政策統括官（原子力防災担当） 内閣府の原子力防災担当の政策統括官をし

ております、平井でございます。 

 今日は、お忙しい中、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。 

 では、座って説明させていただきます。 

 明後日予定しております、第8回の原子力防災会議でございますが、私のほうから当日

の会議の進め方、説明のポイント等についてご説明したいと思います。議題ですが、この

資料に書いていますとおり、一つは佐賀県玄海地域の緊急時対応の確認結果の報告、もう

一つが原子力災害対策マニュアルの改訂という、この二つの議題についてご報告し、お諮

りいただくということでございます。まず、一つ目の玄海地域の緊急時対応の確認結果で

ございますが、いつものように、会議自体は官房長官にご進行していただきます。まず、

山本原子力防災担当大臣から説明いただいた後、私のほうからお手元の資料の1-1に基づ

いて説明したいと思います。非常に大部な厚みになっておりますが、この図を用いて簡単

にご説明したいと思います。今回の玄海地域の緊急時対応については、先月の11月22日に
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玄海地域原子力防災協議会で議論され、確認いただいたものでございます。内容につきま

しては、先般、課長レベルの連絡会議でもお話があったと思いますが、玄海地域、5km圏

内のPAZ、約8,100名の方、それから、全体30km圏内全体では26万3,000人の方が住んでい

らっしゃいます。この特徴といたしましては、この資料の図のほうを見ていただければわ

かるように、佐賀県、長崎県、福岡県の3県にこの30km圏内がまたがるということ。それ

から、もう一つは、離島が多数あるということ。約20の離島が存在するというような地域

でございます。このような地域において、万が一の場合、いかに安全に避難、あるいは退

避していただくかがポイントということになります。そのあたりを中心に説明していきた

いと思います。その説明の後、実動省庁の閣僚の方々からご発言いただくとともに、経産

大臣のほうからもご発言いただくことになると思います。最後にまた、山本原子力防災担

当大臣からお話をいただきたいと思っております。次の議題2につきましては、原子力災

害対策マニュアルの改訂ということでございます。これについては、後ほど中身について

は説明いたしますが、この改訂案を説明した後、改訂の案の決定をしていただきたいと思

いますが、当日の原子力防災会議では資料の配付で幹事会からの報告にかえていただきた

いと思っております。この議題1、2の後、最後にプレスが入った段階で総理からご発言を

いただくという、こういう進行で当日行っていきたいと思っております。以上につきまし

て、当日の進め方や、あるいは何かご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いい

たします。 

 よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

○平井内閣府政策統括官（原子力防災担当） それでは、このような形で第8回原子力防

災会議を進行していきたいと思います。時間が限られている中、進行にご協力方、よろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、先ほど述べました議題2の原子力災害対策マニュアルの改訂についてですが、若

干の説明をいたしますので、よろしくお願いします。 

○溝口内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当） お手元の資料、もう

一つのダブルクリップの資料、分厚いものでございますが、右肩に資料2と書いてござい

ます、この資料の1枚目をご覧いただいてご説明させていただきたいと思います。 
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 原子力災害時の政府の対応について定めましたこの原子力災害対策マニュアルでござい

ますが、これにつきましては、この原子力防災会議の幹事会で決定していただきまして、

原子力防災会議にご報告を行う流れを予定しております。今回の改訂内容につきましては、

これまで関係省庁の皆様方と調整させていただいたところでございますけれども、昨年11

月に実施いたしました原子力総合防災訓練から得られました教訓事項や、同年7月に行わ

れました防災基本計画の修正等を踏まえた改訂を行いたいと思っております。具体的には、

ここに書いてございます、主に3点の改訂を予定しております。 

第一に、昨年度の原子力総合防災訓練の教訓を踏まえまして、施設敷地緊急事態、また

は全面緊急事態におきまして、避難等の防護措置の実施方針を作成するとともに、関係地

方公共団体等との間で認識の共有を図るということを明確化いたしました。 

二つ目でございますが、昨年度の防災基本計画の修正を踏まえまして、複合災害対応を

強化すべく、自然災害に対応する緊急災害対策本部、または非常災害対策本部、いわゆる

非対本部等と原子力災害対策本部の合同開催、大規模複合災害時における非対本部等への

情報連絡要員、いわゆるリエゾンの派遣について具体化いたしました。 

三つ目につきましては、福島地域におきまして、南相馬と楢葉のオフサイトセンターを

指定変更したことに伴いまして、現地本部の体制等の整理を行いました。 

私からの説明は以上でございます。 

○平井内閣府政策統括官（原子力防災担当） ただいまの説明につきまして、ご質問、ご

意見等ございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○平井内閣府政策統括官（原子力防災担当） 特にございませんでしたら、この原子力災

害対策マニュアルの改訂について、この改訂案を決定いたしたいと思いますけれども、そ

れで、ご了承いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○平井内閣府政策統括官（原子力防災担当） それでは、このような形で改訂することと

決定したいと思います。ありがとうございました。 
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先ほど、申し上げましたとおり、改訂結果につきましては、9日の原子力防災会議にて

報告いたしたいと思っております。 

私のほうからは以上でございます。 

○溝口内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当） ありがとうございま

した。 

 それでは、最後に、髙橋危機管理監から何かございましたら、一言お願いいたします。 

○髙橋内閣危機管理監 特にありません。よろしくお願いいたします。 

○溝口内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当） ありがとうございま

した。 

 それでは、明後日9日の原子力防災会議の開催につきましては、前日夕刻、総理日程の

公表にあわせて公表となりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまをもちまして第10回原子力防災会議幹事会を終了いたします。 

本日はありがとうございました。 

 

以上 


